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政
府
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
（
委
員
長
�
丹
羽
宇
一
郎
・

伊
藤
忠
商
事
会
長
）
は
６
月
３０

日
、
今
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
第

３
次
勧
告
に
向
け
、
地
方
の
税
財

政
に
関
す
る
論
点
を
整
理
し
た
。

論
点
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
事

務
局
（
事
務
局
長
�
宮
脇
淳
・
北

海
道
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教

授
）
が
素
案
を
説
明
。
こ
の
素
案

で
は
総
論
事
項
と
し
て
、
３
つ
の

基
本
理
念
を
掲
げ
た
�
左
掲
。

基
本
理
念
に
掲
げ
る
自
治
財
政

権
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
柱
と

な
る
べ
き
歳
出
自
主
権
や
歳
入
自

主
権
の
明
確
化
が
必
要
と
素
案
で

明
記
。
こ
の
ほ
か
、
地
方
側
が
求

め
る
国
と
地
方
の
税
源
配
分
に
つ

い
て
は
「
『
５
対
５
』
を
念
頭
に

置
く
こ
と
が
現
実
的
な
選
択
肢
」

と
、
「
地
方
税
比
率
」
の
引
き
上

げ
の
必
要
性
が
提
示
さ
れ
た
。

「
地
方
税
比
率
」
の
引
き
上
げ

に
つ
い
て
は
、
「
総
論
事
項
」
に

続
く
「
各
論
事
項
」
で
も
、
同
委

員
会
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
抜
本

的
税
制
改
革
に
お
け
る
消
費
税
増

税
等
を
前
提
に
、
地
方
税
の
基
本

的
枠
組
み
を
同
委
員
会
が
提
示
し

よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
だ
。

「
地
方
税
比
率
」
を
論
ず
る
に

あ
た
っ
て
は
注
意
し
て
お
く
べ
き

概
念
が
あ
る
。
「
地
方
税
比
率
」

が
指
し
示
す
意
味
と
し
て
、
１
つ

は
国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
税
収
中

に
お
け
る
地
方
が
占
め
る
割
合
。

も
う
１
つ
は
、
自
治
体
の
歳
入
全

体
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
。

比
率
を
算
出
す
る
に
あ
た
り
前

者
の
意
味
を
用
い
た
場
合
、
分
母

と
な
る
交
付
税
や
補
助
金
を
減
ら

せ
ば
「
地
方
税
比
率
」
は
当
然
、

高
ま
る
。
警
戒
を
怠
る
と
関
係
省

庁
の
主
導
に
よ
り
、
見
せ
か
け
の

税
比
率
ア
ッ
プ
に
陥
り
か
ね
な

い
。
そ
こ
で
本
会
（
会
長
�
五
本

幸
正
・
富
山
市
議
会
議
長
）
を
は

じ
め
と
す
る
地
方
六
団
体
は
７
月

２
日
、
素
案
の
提
示
を
受
け
て
声

明
を
発
表
し
た
�
下
掲
。

�
地
方
政
府
の
確
立
…
…
立
法
権
と
行
政
権
を
持
っ
た
統
治
体
と

し
て
の
完
全
自
治
体

�
完
全
自
治
体
の
確
立
…
…
自
治
立
法
権
・
自
治
行
政
権
・
自
治
財

政
権
を
持
つ
自
治
体

�
自
治
財
政
権
の
確
立
…
…
地
方
政
府
と
し
て
の
歳
出
自
主
権
、
歳

入
自
主
権
（
課
税
自
主
権
、
起
債
自
主

権
）
の
担
保

自
治
財
政
権
確
立
の
た
め
の
背
骨
…
自
治
財
政
論
、
機
能
財
政
論

一
昨
日
、
政
府
の
地
方
分
権
改
革
推

進
委
員
会
に
お
い
て
、
第
３
次
勧
告
の

柱
と
な
る
地
方
税
財
政
改
革
に
向
け
た

論
点
整
理
素
案
が
示
さ
れ
た
。
地
方
分

権
改
革
推
進
委
員
会
に
お
か
れ
て
は
、

平
成
１９
年
４
月
の
発
足
以
来
、
精
力
的

に
論
議
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
こ

と
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

地
方
分
権
改
革
の
一
層
の
推
進
の

た
め
、
税
財
政
改
革
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
昨
日
示
さ
れ
た
素
案
に

は
、
素
案
段
階
と
は
い
え
、
い
く
つ

か
の
根
本
的
な
疑
念
が
あ
り
、
国
・

地
方
が
手
を
携
え
て
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
一
層
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
く

た
め
に
も
、
今
後
の
論
議
に
お
い

て
、
下
記
の
点
に
十
分
配
意
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

地
方
六
団
体
と
し
て
も
、
地
方
分

権
改
革
の
具
体
化
に
向
け
、
全
力
で

取
り
組
む
所
存
で
あ
る
。

記

１

国
税
と
地
方
税
の
税
源
配
分
に

つ
い
て
は
、
国
と
地
方
の
最
終
支
出

の
比
率
に
税
源
の
配
分
を
近
づ
け
る
よ

う
、
ま
ず
は
５
対
５
と
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
地
方
税
財
源
の
充
実
強

化
に
よ
り
地
方
分
権
を
進
め
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
素
案
で
示
さ
れ
た
「
地
方
税

比
率
」
の
引
上
げ
と
い
う
提
案
で
は
、

仮
に
地
方
交
付
税
と
補
助
金
等
を
単
純

に
減
ら
せ
ば
そ
れ
だ
け
で
引
上
げ
が
実

現
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
で
は
、
地

方
分
権
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
を
採
用
す
る
こ

と
は
不
適
当
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
地
方
交
付
税
の

復
元
・
増
額
を
含
め
、
地
方
自
治
体

が
担
う
住
民
に
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
応
じ
た
安
定
的
な
税
財
源
を
保

障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
必
要
な
一
般

財
源
総
額
の
確
保
を
明
確
に
す
べ
き

で
あ
る
。

２

地
方
自
治
体
が
実
施
し
て
い
る

事
務
に
つ
い
て
、
義
務
付
け
・
枠
付

け
を
見
直
し
て
も
、
そ
の
事
務
自
体

は
引
き
続
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
、
財
源
保
障
の
必
要
範
囲
に

変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地

方
交
付
税
の
財
源
保
障
機
能
は
、
そ

の
財
源
調
整
機
能
と
同
様
、
引
き
続

き
重
要
で
あ
る
。

３

地
方
税
財
政
改
革
は
、
地
方
自

治
体
の
行
政
の
現
場
に
直
結
す
る
課

題
で
あ
り
、
当
事
者
で
あ
る
地
方
自
治

体
の
意
見
を
十
分
に
聞
い
て
検
討
を
進

め
る
べ
き
で
あ
る
。

平
成
２１
年
７
月
２
日

地
方
六
団
体

６
月
１６
日
に
総
理
へ
の
答
申

を
終
え
た
第
２９
次
地
方
制
度
調

査
会
が
、
２
年
間
の
任
期
を
満

了
し
た
�
写
真
は
答
申
手
交
の

た
め
麻
生
総
理（
右
）を
訪
れ
た

片
山
善
博
副
会
長（
左
）。

同
調
査
会
発
足
は
平
成
１９
年

７
月
３
日
。
以
来
、
総
会
や
、

同
調
査
会
下
に
置
か
れ
た
専
門

小
委
員
会
へ
本
会
か
ら
も
代
表

者
が
出
席
し
、
諮
問
事
項
で
あ

る
▽
市
町
村
合
併
を
含
め
た
基

礎
自
治
体
の
あ
り
方
▽
監
査
機

能
の
充
実
・
強
化
―
―
な
ど
に

つ
い
て
審
議
を
重
ね
て
き
た
。

今
号
で
は
特
集
を
組
み
、
本

会
の
動
き
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

同
調
査
会
発
足
か
ら
任
期
満
了

ま
で
の
活
動
を
総
括
す
る
こ
と

と
す
る
�
２
・
３
面
掲
載
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1730号７月１５日平成21年
（2009年）

地地方方税税財財政政改改革革のの推推進進にに向向けけてて

地方分権改革に関する基本理念

第２９次地制調

任任期期がが満満了了

第第
３３
次次
勧勧
告告
にに
向向
けけ
論論
点点
整整
理理

政
府
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

（１） 平成２１年７月１５日 第１７３０号
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解説

【
諮
問
文
の
内
容
】

地
方
制
度
調
査
会
設
置
法
（
昭

和
２７
年
法
律
第
３
１
０
号
）
第
２

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
諮
問
す
る
。

市
町
村
合
併
を
含
め
た
基
礎
自

治
体
の
あ
り
方
、
監
査
機
能
の
充

実
・
強
化
等
の
最
近
の
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
地
方
行

財
政
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
の
一
層
の
推
進
を
図
る

観
点
か
ら
、
調
査
審
議
を
求
め

る
。平

成
１９
年
７
月
３
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍
晋
三

６
月
１６
日
に
開
催
さ
れ
た
第
２９

次
地
方
制
度
調
査
会
第
４
回
総
会

で
、
答
申
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

�
諮
問
内
容
は
上
掲
。
タ
イ
ト
ル

は
「
今
後
の
基
礎
自
治
体
及
び
監

査
・
議
会
制
度
の
あ
り
方
に
関
す

る
答
申
」
。

答
申
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、

審
議
の
柱
と
し
て
「
監
査
機
能
の

充
実
・
強
化
」「
議
会
制
度
の
あ
り

方
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
た
め
、

こ
れ
ま
で
本
会
で
は
機
会
が
あ
る

ご
と
に
地
方
議
会
が
置
か
れ
て
い

る
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
地
制

調
委
員
に
対
し
制
度
の
是
非
な
ど

に
つ
い
て
見
解
を
示
し
て
き
た
。

「
監
査
機
能
の
充
実
・
強
化
」

を
審
議
す
る
に
あ
た
り
焦
点
と
な

っ
た
の
は
、
監
査
委
員
制
度
の
あ

り
方
。
現
行
制
度
下
で
は
、
監
査

委
員
を
「
首
長
が
選
任
」
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
監
査
対
象
で

あ
る
「
首
長
」
が
、
自
ら
を
監
査

す
る
「
監
査
委
員
」
を
選
ぶ
制
度

と
な
っ
て
い
る
。

実
質
的
な
審
議
を
主
導
し
て
き

た
専
門
小
委
員
会
は
、
行
政
の
透

明
度
を
高
め
る
う
え
で
「
首
長
」

が
「
監
査
委
員
」
を
選
ぶ
現
行
制

度
は
問
題
が
多
い
と
判
断
。
「
監

査
委
員
」
を
選
ぶ
権
限
を
議
会
へ

付
与
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。

し
か
し
専
門
小
委
は
、
監
査
委

を
「
議
会
の
選
挙
に
よ
り
選
出
」

す
る
方
針
と
併
せ
、
「
議
員
の
監

査
委
就
任
」
を
も
排
除
す
る
方
針

を
打
ち
出
し
た
。
理
由
は
「
議
会

も
監
査
委
員
の
監
査
の
対
象
」
。

首
長
か
ら
だ
け
で
な
く
、
議
会
か

ら
も
監
査
委
は
独
立
す
べ
き
だ
か

ら
、
議
選
監
査
委
の
廃
止
も
必
要

と
判
断
し
た
た
め
だ
。

原
則
論
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の

指
摘
は
確
か
に
正
し
そ
う
に
思
え

る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な

ら
な
い
こ
と
は
首
長
の
権
限
の
大

き
さ
。
日
本
の
地
方
自
治
制
度
下

に
お
け
る
首
長
は
、
大
統
領
制
に

例
え
ら
れ
る
ほ
ど
権
限
が
強
大
化

さ
れ
て
い
る
。

首
長
に
対
抗
で
き
る
力
を
持
ち

得
る
存
在
は
「
議
会
」
。
本
会
で

は
、
改
革
に
よ
っ
て
監
査
委
の
活

動
の
脆
弱
化
を
招
く
な
ら
本
末
転

倒
、
自
治
体
の
自
主
性
を
高
め
る

た
め
に
も
、
判
断
は
議
会
に
任
せ

る
べ
き
と
主
張
し
て
き
た
。

最
終
的
に
答
申
で
は
、
監
査
委

の
選
任
方
法
や
構
成
に
つ
い
て
、

「
引
き
続
き
検
討
」
と
表
現
さ
れ

る
に
と
ど
ま
っ
た
。

【
地
方
制
度
調
査
会
】
地

方
制
度
調
査
会
設
置
法
に

基
づ
き
、
総
理
の
諮
問
に
応
じ
、

地
方
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
内
閣
府
の
付
属
機

関
。
昭
和
２７
年
に
発
足
し
た
。
委

員
は
、
国
会
議
員
、
自
治
体
の
首

長
や
議
長
、
産
業
界
、
マ
ス
コ
ミ
、

学
識
経
験
者
か
ら
選
ば
れ
る
。
委

員
の
任
期
は
２
年
。

第
２９
次
調
査
会
が
発
足
し
た
平

成
１９
年
７
月
３
日
の
第
１
回
総
会

に
は
、
安
倍
晋
三
・
総
理（
当
時
）

が
出
席
し
「
中
核
的
な
基
礎
自
治

体
が
『
地
域
づ
く
り
の
主
役
』
と

な
れ
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
る
た

め
に
も
十
分
な
審
議
を
お
願
い
し

た
い
」
と
述
べ
て
い
た
。

審
議
の
柱
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

「
議
会
制
度
の
あ
り
方
」
は
、
ま

さ
に
各
議
会
団
体
に
と
っ
て
当
事

者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
審
議
の
行

方
が
注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
本
会
で
も
「
議
長
へ
の
議
会

招
集
権
の
付
与
」
の
必
要
性
を
強

調
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
働
き
掛

け
て
き
た
。

議
長
に
よ
る
「
臨
時
会
招
集
請

求
権
」
は
、
平
成
１８
年
の
自
治
法

改
正
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
従

前
は
、
議
員
定
数
４
分
の
１
以
上

の
議
員
か
ら
招
集
請
求
が
あ
っ
た

場
合
に
の
み
、
臨
時
会
を
首
長
が

招
集
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
改
正

後
は
、
議
長
が
議
会
運
営
委
員
会

【
３
面
へ
続
く
】

地地
方方
のの
声声
はは
反反
映映
ささ
れれ
たた
かか

特
集
・
第
２９
次
地
制
調
の
活
動
を
総
括

議
選
監
査
委
員
は
引
き
続
き
検
討

議議
長長
へへ
のの
議議
会会
招招
集集
権権
はは
保保
留留

【写真上】首相官邸で開かれた第１回総会
で、安倍晋三・総理（左・当時）が中村邦夫・
会長へ諮問文を手交、この日から第２９次地
制調の審議はスタートした
【写真下】第１回総会には本会代表として
藤田�之前会長（右・広島市）が出席した
（平成１９年７月３日）

専門小委へ多賀谷俊史
前特別委員長（大阪市）
（平成２０年７月２９日）

専門小委出席の川口浩
元特別委員長（福岡市）
（平成２０年４月２５日）

第１７３０号 平成２１年７月１５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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前
号
に
続
き
、
本
会
が
平
成
２０
年
１２
月
３１
日
現
在
の
全
国
８
０
６

市
（
東
京
都
２３
区
を
含
む
）
を
対
象
に
実
施
し
た
「
市
議
会
の
活
動

に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
」
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

【
２
面
か
ら
の
続
き
】

本本
会会
議議
・・
委委
員員
会会
のの
放放
送送
状状
況況
なな
どど

平
成
２０
年
１２
月
末
現
在
の
本
会

議
・
委
員
会
の
放
送
方
法
（
複
数

回
答
）を
み
る
と
、
本
会
議
を「
モ

ニ
タ
ー
テ
レ
ビ
」
に
よ
り
放
送
し

て
い
る
市
は
４
２
９
市
で
、
全
市

の
５３
・
２
％
を
占
め
る
。
次
い
で

「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
」
が
２
７
３

市
（
３３
・
９
％
）
、
「
庁
内
、
分

庁
舎
、
支
所
等
に
音
声
放
送
」
が

２
４
４
市
（
３０
・
３
％
）
の
順
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
継

で
は
「
録
画
配
信
」
が
２
０
３
市

（
２５
・
２
％
）、「
生
中
継
」が
１
７

３
市（
２１
・
５
％
）と
な
っ
た
。

一
方
、
常
任
委
員
会
の
放
送
方

法
は
「
庁
内
、
分
庁
舎
、
支
所
等

に
音
声
放
送
」
が
最
も
多
く
７１
市

（
８
・
８
％
）
、
次
い
で
「
モ
ニ

タ
ー
テ
レ
ビ
」
が
３６
市
（
４
・
５

％
）
、
「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
」
と

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
生
中
継
）
」

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
録
画
配
信
）」

が
そ
れ
ぞ
れ
７
市（
０
・
９
％
）の

順
。こ

の
ほ
か
、
本
会
議
の
会
議
録

検
索
シ
ス
テ
ム
の
導
入
状
況
は

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
に
よ
る
も

の
が
５
９
４
市（
７３
・
７
％
）、「
庁

内
Ｌ
Ａ
Ｎ
」に
よ
る
も
の
が
２
８

１
市（
３４
・
９
％
）と
な
っ
た
。

議議
会会
ウウ
ェェ
ブブ
ササ
イイ
トト
のの
掲掲
載載
状状
況況

議
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開
設
し

て
い
る
の
は
８
０
０
市
で
、
そ
の

掲
載
内
容
（
複
数
回
答
）
を
み
る

と
、
最
も
多
か
っ
た
の
が
「
議
員

名
簿
（
委
員
会
別
、
会
派
別
な

ど
）
」
で
７
９
４
市
（
９９
・
３

％
）。
次
い
で「
議
会
の
し
く
み
、

傍
聴
案
内
」
７
７
３
市
（
９６
・
６

％
）
、
「
会
議
日
程
」
７
７
２
市

（
９６
・
５
％
）
、
「
会
議
録
、
会

議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」
６
９
９
市

（
８７
・
４
％
）
、
「
議
会
だ
よ
り
」

６
９
０
市
（
８６
・
３
％
）
の
順
と

な
っ
た
�
下
表
。

議議
場場
・・
議議
会会
等等
へへ
のの
ババ
リリ
アア
フフ
リリ
ーー
化化

議
場
・
議
会
等
へ
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化（
複
数
回
答
）を
み
る
と
、

「
車
椅
子
対
応
の
設
備（
傍
聴
席
、

ス
ロ
ー
プ
な
ど
い
ず
れ
か
）
」４

８
４
市（
６０
・
０
％
）
。次
い
で
「
声

の
議
会
だ
よ
り
、
点
字
議
会
だ
よ

り
の
発
行
」
２
６
６
市
（
３３
・
０

％
）
、
「
手
話
通
訳
の
実
施
」
１

８
５
市
（
２３
・
０
％
）
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。

の
議
決
を
経
て
、
臨
時
会
の
招
集

を
首
長
へ
請
求
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。
請
求
さ
れ
た
首
長

は
、
臨
時
会
招
集
の
請
求
が
あ
っ

た
日
か
ら
２０
日
以
内
に
、
臨
時
会

を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
依
然
と
し
て
、
議
会
を

招
集
す
る
主
体
は
首
長
の
ま
ま
。

我
が
国
の
地
方
自
治
制
度
は
、
二

元
代
表
制
を
採
用
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
議
会
の
代
表
者
で

あ
る
議
長
が
議
会
を
招
集
で
き
な

い
現
状
は
、
極
め
て
不
自
然
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。

本
会
第
３
回
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
平
成
２０
年
１０
月
１５
日
・
１６
日
開

催
）
の
基
調
講
演
で
語
っ
た
大
森

彌
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
弁
を

借
り
れ
ば
�
本
紙
第
１
７
２
１
号

掲
載
、
「
明
治
以
来
、
我
が
国
の

地
方
自
治
は
執
行
権
が
優
位
す

る
、
首
長
中
心
の
制
度
」
「
首
長

は
、
議
会
が
独
自
に
動
き
始
め
る

こ
と
を
好
ま
な
い
だ
ろ
う
。
寝
た

子
を
起
こ
す
な
、
と
内
心
で
思
っ

て
い
る
」
と
同
氏
が
説
く
と
お
り

な
の
だ
ろ
う
。

今
回
の
答
申
で
は
残
念
な
が
ら

「
議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付

与
」
は
、
現
行
の
「
臨
時
会
招
集

請
求
権
」
の
運
用
状
況
を
見
つ
つ

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
べ
き
と

さ
れ
、
実
現
が
叶
わ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
２０
年
１２
月
５
日
開
催

の
第
３
回
総
会
で
は
藤
田
�
之
・

前
会
長（
広
島
市
議
会
議
長
）が
、

２１
年
６
月
１６
日
開
催
の
第
４
回
総

会
で
は
五
本
幸
正
・
現
会
長
（
富

山
市
議
会
議
長
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ

速
や
か
な
実
現
を
求
め
た
経
緯
が

あ
る
。
今
回
の
答
申
で
実
現
さ
れ

な
か
っ
た
と
は
い
え
、
意
見
を
出

し
た
と
い
う
記
録
は
残
る
。
第
３０

次
以
降
の
地
制
調
審
議
に
釘
を
刺

し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

な
お
、
今
回
の
答
申
に
は
「
契

約
の
締
結
及
び
財
産
の
取
得
・
処

分
に
係
る
議
決
事
件
の
拡
大
」

「
議
会
に
経
営
状
況
の
報
告
を
要

す
る
法
人
の
範
囲
の
拡
大
」
な
ど

の
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ

ら
の
事
項
は
本
会
が
、
こ
れ
ま
で

に
実
現
を
求
め
て
き
た
事
項
。
地

方
の
声
は
若
干
だ
が
、
答
申
の
中

に
反
映
さ
れ
た
と
評
価
し
て
も
、

よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

市
議
会
活
動
の
実
態
②

議
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
掲
載
状
況
な

ど

議会ウェブサイトの掲載内容
（平成２０年１２月３１日現在、ウェブサイトを開設している８００市、複数回答）

市数
９１市
１１．４％
８８市
１１．０％
２７９市
３４．９％
１３３市
１６．６％
６５市
８．１％
２３８市
２９．８％
５８市
７．３％
１３６市
１７．０％
３２市
４．０％
１５市
１．９％
９市
１．１％
３４市
４．３％
１２７市
１５．９％

行政視察報告

議員報告・費用弁償

議長交際費

政務調査費

議会活性化への取り組み紹介

意見書・決議

子ども向けのページ

議会用語の解説

議長・副議長の日程

クイズ

外国語によるページ

携帯電話での閲覧用ページ

その他

掲載内容市数
７７３市
９６．６％
２５６市
３２．０％
７９４市
９９．３％
５１４市
６４．３％
１５４市
１９．３％
７７２市
９６．５％
５８６市
７３．３％
５９２市
７４．０％
６９０市
８６．３％
６６４市
８３．０％
２１９市
２７．４％
６９９市
８７．４％
７５市
９．４％

掲載内容

議会のしくみ、傍聴案内

議長又は正副議長のあいさつ

議員名簿（委員会別、会派別など）

議員の顔写真（委員会別、会派別など）

その他の議員情報（メールアド
レス、議員のウェブサイトなど）

会議日程

議案一覧及び結果など

質問通告書、質問内容など

議会だより

請願・陳情の提出方法、書式の
ダウンロードなど

ネットによる議会中継など

会議録、会議録検索システム

市民からの相談室、意見箱・掲示板など

五本幸正会長（富山市）
は第４回総会へ出席
（平成２１年６月１６日）

専門小委には石川隆二
前副会長（川越市）も
（平成２１年２月６日）

第２９次地制調
の活動を総括

【特集】

（３） 平成２１年７月１５日 第１７３０号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

都
市
行
政
問
題
研
究
会
（
会
長

�
舟
戸
良
裕
・
大
阪
市
会
議
長
）

は
７
月
８
日
、
相
模
原
市
内
で
役

員
会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
平
成
２０
年
度
会
計

決
算
を
了
承
し
た
の
ち
、
同
研
究

会
が
２
年
に
一
度
ま
と
め
る
調
査

研
究
報
告
書
作
成
に
向
け
、
現
地

調
査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
た
。
２０

年
度
か
ら
２１
年
度
に
か
け
て
、
同

研
究
会
が
作
成
を
進
め
て
い
る
報

告
書
の
テ
ー
マ
は
「
都
市
に
お
け

る
エ
コ
対
策
」
。
サ
ブ
テ
ー
マ
は

「
地
域
の
力
で
美
し
い
地
球
を
後

世
へ
」
。

現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
事

前
に
行
っ
た
加
盟
市
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
に
基
づ
き
、
各
市
が
進

め
る「
先
進
的
」「
特
色
あ
る
」エ

コ
対
策
の
取
り
組
み
を
抽
出
。
数

あ
る
中
か
ら
４
市
を
選
び
、
報
告

書
で
提
言
す
べ
き
環
境
問
題
解
決

へ
の
糸
口
を
探
っ
た
。

調
査
対
象
と
な
っ
た
都
市
は
、

調
査
実
施
の
順
に
▽
北
九
州
市
▽

旭
川
市
▽
金
沢
市
▽
盛
岡
市
。
北

九
州
市
に
つ
い
て
は
「
環
境
モ
デ

ル
都
市
」
と
し
て
、
温
室
効
果
ガ

ス
削
減
に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど

を
調
査
し
た
。

「
環
境
モ
デ
ル
都
市
」
と
は
、

第
１
６
９
回
国
会
で
の
福
田
総
理

の
施
政
方
針
演
説
を
受
け
「
都
市

と
暮
ら
し
の
発
展
プ
ラ
ン
」
（
平

成
２０
年
１
月
２９
日
政
府
の
地
域
活

性
化
統
合
本
部
会
合
了
承
）
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
取
り
組
み
。
地
球

温
暖
化
対
策
に
対
応
す
る
た
め
、

低
炭
素
社
会
の
構
築
に
向
け
、
具

体
的
な
道
筋
と
我
が
国
の
将
来
像

を
示
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

国
際
貢
献
を
も
睨
ん
だ
北
九
州

市
の
取
り
組
み
な
ど
を
踏
ま
え
同

研
究
会
で
は
、
２２
年
２
月
下
旬
開

催
の
第
９１
回
総
会
で
報
告
書
を
取

り
ま
と
め
る
予
定
。

こ
の
ほ
か
同
研
究
会
で
は
８
月

１７
日
、
加
盟
市
議
長
や
学
識
経
験

者
に
よ
る
座
談
会
を
開
催
し
、
様

々
な
角
度
か
ら
研
究
し
た
成
果
を

報
告
書
に
盛
り
込
む
予
定
。

全
国
高
速
自
動
車
道
市
議
会
協

議
会（
会
長
�
仲
道
俊
寿
・
大
分
市

議
会
議
長
）は
７
月
７
日
、東
京
・

日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
で
正
副

会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を
開

催
。
高
速
道
路
建
設
促
進
に
関
す

る
要
望
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、

２１
年
度
の
会
議
・
運
動
日
程
な
ど

に
つ
い
て
協
議
、了
承
し
た
。

高
速
自
動
車
国
道
は
、
広
域
救

急
医
療
及
び
災
害
時
の
緊
急
輸
送

な
ど
に
資
す
る
、
極
め
て
重
要
な

社
会
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
物

流
の
迅
速
化
に
よ
っ
て
地
域
の
経

済
活
性
化
へ
大
き
な
効
果
が
見
込

ま
れ
る
。

一
方
、
高
速
道
路
が
そ
の
効
果

を
最
大
限
に
発
揮
す
る
に
は
、高

速
道
路
の
未
開
通
区
間（
ミ
ッ
シ

ン
グ
リ
ン
グ
）の
解
消
が
求
め
ら

れ
る
。ま
た
、既
存
の
高
速
道
路

の
有
効
的
な
活
用
を
促
す
た
め
、

高
速
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
を
高

め
る
地
域
の
高
規
格
道
路
の
整
備

が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
高
規
格
幹
線
道
路
網

１
万
４
０
０
０
�
の
供
用
率
は
依

然
と
し
て
６
割
台
に
過
ぎ
ず
、
現

下
の
経
済
情
勢
と
相
ま
っ
て
、
高

速
道
路
建
設
の
更
な
る
遅
れ
が
懸

念
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
要
望
に
は
、
高
速
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
早
期
完
成
が

図
ら
れ
る
よ
う
�
高
速
道
路
の
建

設
促
進
�
高
速
道
路
の
利
便
性
の

向
上
�
交
通
渋
滞
・
防
災
・
安
全

対
策
等
の
推
進
�
高
速
道
路
を
活

用
し
た
地
域
活
性
化
の
促
進
―
―

の
４
点
を
掲
げ
た
。

会
議
終
了
後
、
仲
道
会
長
は
要

望
実
現
に
向
け
、
春
田
謙
・
国
土

交
通
事
務
次
官
や
金
井
道
夫
・
同

省
道
路
局
長
ら
に
面
談
す
る
な
ど

実
行
運
動
を
行
っ
た
。

▼
議
長

▽
府
中（
東
京
）高

野
律
雄（
５
・
１８
）

▽
国
立

高
原
幸
雄（
５
・
１８
）

▽
日
立

茅
根
茂
彦（
５
・
１８
）

▽
勝
浦

高
橋
秀
男（
５
・
１８
）

▽
浦
安

岡
本
善
徳（
５
・
１８
）

▽
一
宮

太
田
文
人（
５
・
１８
）

▽
常
滑

古
川
善
助（
５
・
１８
）

▽
大
阪
狭
山
松
尾

巧（
５
・
１８
）

▽
玉
野

広
畑
耕
一（
５
・
１８
）

▽
新
居
浜

村
上
悦
夫（
５
・
１８
）

▽
旭
川

鎌
田

勲（
５
・
１９
）

▽
米
沢

�
橋
嘉
門（
５
・
１９
）

▽
三
鷹

田
中
順
子（
５
・
１９
）

▽
羽
村

舩
木
良
教（
５
・
１９
）

▽
板
橋

川
口
雅
敏（
５
・
１９
）

▼
副
議
長

▽
府
中（
東
京
）村

崎
啓
二（
５
・
１８
）

▽
国
立

池
田
智
恵
子（
５
・
１８
）

▽
日
立

西
川
光
世（
５
・
１８
）

▽
勝
浦

八
代
一
雄（
５
・
１８
）

▽
浦
安

辻
田

明（
５
・
１８
）

▽
一
宮

渡
辺
宣
之（
５
・
１８
）

▽
常
滑

伊
藤
史
郎（
５
・
１８
）

▽
大
阪
狭
山
諏
訪
久
義（
５
・
１８
）

▽
玉
野

浜
秋
太
郎（
５
・
１８
）

▽
新
居
浜

藤
田
幸
正（
５
・
１８
）

▽
旭
川

佐
々
木
卓
也（
５
・
１９
）

▽
米
沢

佐
藤
忠
次（
５
・
１９
）

▽
三
鷹

�
谷
真
一
朗（
５
・
１９
）

▽
羽
村

露
木
諒
一（
５
・
１９
）

▽
板
橋
は
ぎ
わ
ら
洋
一（
５
・
１９
）

▽
７
月
２４
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
半
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
７
月
２７
日

社
会
文
教
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委
員

会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
７
月
３０
日

地
方
行
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
１２

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委
員

会
（
午
後
２
時
、
同
）

▽
７
月
３１
日

産
業
経
済
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
委
員

会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
８
月
４
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
監
事
会
議
（
午
後

１
時
、
全
国
都
市
会
館
）
・
正

副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議

（
午
後
２
時
半
、
同
）

▽
８
月
１７
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
総
会
（
午
後
１
時
、
全

国
都
市
会
館
）
・
座
談
会
（
午

後
３
時
半
、
同
）

高
速
道
路
網
の
早
期
完
成
を

高
速
協
議
会
が
要
望
ま
と
め
る

議議
会会
人人
事事

行行
事事
予予
定定

８
月
１７
日
に
座
談
会
開
催

都
市
研
役
員
会
で
決
定

舟戸良裕・会長
（大阪市）

春
田
事
務
次
官（
右
）に
要
望

す
る
仲
道
会
長
（
大
分
市
）
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